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  介護報酬（居宅介護支援費）の減算について 
 （H12.3.1 老企第 36 号 第 3の 6） 

 

次の厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の 100

分の 70 に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が 2 月以上継続している場合には、

所定単位数の 100 分の 50 に相当する単位数を算定する。 

  

１ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものである

こと 

①．当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接してい

ない場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解

消されるに至った月の前月まで減算する。 

・ 具体的には課題分析（アセスメント）の実施を、居宅を訪問し、利用者及び家族に面接せずに

行っているケースです。 

・ アセスメント自体が実施出来ていない場合も当然これに含まれます。 

 

②．当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催又はサービス担当者に対する意

見照会（以下「サービス担当者会議等」という。）を行っていない場合には、当該月から当該

状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

・ サービス担当者会議等の実施の完了日とは、利用者が利用するすべてのサービス担当者と、

会議または照会の方法により実施を完了した日のことです。 

・ 利用者からの新規申し込み、あるいはサービス計画の変更の時期が、月末であり、当月中にサ

ービス担当者会議等が行えないケースについては、翌月の早いうちに実施することで、当月分

の減算は行う必要ありません。 

・ 会議に出席できないサービス担当者がいる場合には、その者の所属（職種）、氏名、会議に出

席できない理由、照会（依頼）年月日、内容及び回答についても、第 4 表「サービス担当者会

議の要点」に記入してください。また、サービス担当者会議を開催しない場合には、その理由を

記載するとともに、サービス担当者の氏名、照会（依頼）年月日、照会（依頼）した内容及び回

答を第 4表に記載してください。 

・ FAX やメールの照会の方法により、サービス担当者から専門的な見地からの意見を求めた場

合で、上記項目が確認できれば、第 4表への記載を省略して差し支えありません。 

・ 電話での照会も、単なるメモではなく、同様に第４表に記録してください。 

 

③．当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担

当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減

算する。  

・ 交付するべき計画は、第１表「サービス計画書（１）」、第２表「サービス計画書（２）」、第３表「週

間サービス計画表」です。 

・ 利用者からの同意について、サービス計画書（１）の下の余白に、日付、サービス計画につい

て説明を受け同意し受領した旨の記載があり、利用者の氏名の署名・押印（サイン）があれば、

同意書(参考様式：府事業者指導課ホームページ参照)を改めて作成する必要はありません。 

・ サービス担当者に対する計画書の交付は、利用者が利用するすべてのサービス担当者に交

付することに留意してください。 

・ 計画変更によりサービスの種類が増えた場合、当然、計画書（１）（２）週間サービス計画表は変

更となりますが、利用者の状態が変わったわけですから、変更後のこれら計画書等は以前から

利用していたサービス担当者にも交付する必要があります。 

・ これとは逆に、サービスの種類が減った場合においても同じように、引き続き利用されるサービ

スの担当者に変更後の計画書を交付する必要があります。 

・ 介護保険の認定更新時において、サービス担当者会議等により意見照会を行い、専門的な見

地からの意見を求め、かつ利用者や家族の希望を聞きサービスの変更の必要性について検
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討し、この結果、計画書（１）の認定の有効期間が変更となるが、それ以外は変更とならない場

合についても、計画書の交付は必要です。 

 

２ 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っ

ていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

①． 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

②． 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③． 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

・ ②の更新時におけるサービス担当者会議等について、状態が安定している利用者は未実施

の事例が見受けられます。漫然と提供するのではなく、サービスの見直しのタイミングとして、

必ず利用者が利用するすべてのサービス担当者と利用者又は家族と行ってください。 

・ 同じく②の更新時におけるサービス担当者会議等を行わなかった場合の減算は、例えば２月

末で認定期間が終了する利用者については、２月あるいは３月中に行えば減算は生じません。

４月に入って行った場合は、３月分は減算請求となります。 

 

３ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」と

う。）に当たっては、次の場合に減算されるものであること。 

①．当該事業所の介護支援専門員が一月に一回以上利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族

に面接していない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至

った月の前月まで減算する。 

・ 介護支援専門員の都合により訪問できなかった場合は、特段の事情には該当しませんから減

算となります。特段の事情とはあくまでも利用者の都合で訪問できなかった時です。なお、特段

の事情については、必ず「居宅介護支援経過」に記録する必要があります。 

・ 例えば、３月１日に前月分（２月分）として訪問し、３月１５日に３月分として訪問しても、２月分は

減算となります。 

・ 月一回以上の訪問について、利用者と事業者が相互に確認するため、大阪府が参考書式（ホ

ームページで取り出せます）として、「訪問確認簿（利用者用）（事業所用）」を示しています。 

・ 利用者用について、利用者から「紛失するので預かってほしい」と言われるケースについては、

事業所が持っていても意味がないため、紛失の際には再度持ってくる旨の説明をして、利用者

に保管してもらうようにしてください。 

・ サービス利用票の確認印で、訪問の確認にならないかという質問があります。 

・ サービス利用票は、居宅サービス計画に基づいて作成した翌月のサービスの組み合わせにつ

いて一覧表にしたものです。確認印は利用者にそれを確認してもらう趣旨で押印あるいはサイ

ンをしてもらうものであり、訪問したことを証明するものではありません。 

 

②．当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１ヶ月以上継続

する場合には、特段の事情がない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月ま

で減算する。 

・ モニタリングの記録として行うべき内容は、モニタリングを通じて把握した、 

● 利用者及びその家族の意向・満足度等 

● 援助目標の達成度 

● 事業者との調整内容 

● 新たな課題、在宅における介護の状況の変化等による居宅サービス計画の変更の   

必要性等について  

の４点がポイントです。 

・ 第５表「居宅介護支援経過」等に少なくとも１ヶ月に一回「モニタリング」の記録として、上記のよ

うな観点からまとめた記録を行ってください。このひとつの記録を追って行くことにより、利用者

の経過がより分かりやすくなる利点もあります。 

・ また、パソコンソフトでモニタリングの記録として、項目ごとにチェックを入れるようなものを使っ

ているケースがありますが、チェックのみでは、モニタリングの記録とはいえません。このような

様式を用いる場合は、備考欄に記述を行うなど、より状況がわかるように記録してください。       
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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について 

 

事業指第１１５８号 

平成18年８月２５日 

 

 

指定居宅介護支援事業所 管理者 様 

 

大阪府健康福祉部医務・福祉指導室長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について（通知） 

 

 

平素より大阪府の介護保険行政にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、平成18年度の介護保険制度改正において、居宅介護支援費に特定事業所集中減算

が設けられております。これは、「正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所におい

て前 6 月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた指定訪問介護、指定通所介護又

は福祉用具貸与（以下「訪問介護サービス等」という）の提供総数のうち、同一の訪問介

護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の９０を超えて

いる」場合に、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、200 単位を所定単位数か

ら減算するものです。 

 ただし、100 分の９０を超えた場合であっても、正当な理由がある場合においては、減

算の対象とはならないものとなっております。正当な理由の範囲については、例示すれば

別紙（１）のとおりとなります。 

 なお、算定の結果、１00分の９０を超えた場合にあっては、下記のとおり「居宅介護支

援における特定事業所集中減算チェックシート」を大阪府知事に提出して下さい。 

提出していただきました理由が、正当な理由の範囲に該当するかどうかについて、同封

していただきましたはがきにて、お知らせいたします。 

また、すべての居宅介護事業者は、算定の結果について「居宅介護支援における特定事

業所集中減算チェックシート」を作成し、各事業所において、2年間保存してください。 
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記 

１．提出期限 
注：算定の結果、１00分の９０を超えた場合にのみ提出してください。 

区分 判定期間 報告期限 減算適用期間 
前期 3月 1日から 8月末日 

※平成 18年度については
4月 1日から 8月末日 

 9月 15日まで 10月 1日から 3月 31日 

後期 9月 1日から 2月末日 3月 15日まで 4月 1日から 9月 30日 
 

２．提出書類 
・居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート（別紙様式） 
・返信用はがき（事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛て先を記載したもの） 

 
３．提出先及び提出方法 
  社会福祉法人が運営する居宅介護支援事業所・・・医務・福祉指導室法人指導課 

（集中減算担当） 
  社会福祉法人以外の法人が運営する居宅介護支援事業所 

・・・医務・福祉指導室事業者指導課（集中減算担当） 

※ 上記の区分に従って郵送して下さい。 
 
 
【補足事項】 
  平成２０年４月の大阪府組織改正により、法人指導課及び事業者指導課は「医務・福 
祉指導室」から「地域福祉推進室」に変更されました。 
ついては、「３．提出先及び提出方法」は次のとおり読み替えてください。 

 
３．提出先及び提出方法 
  社会福祉法人が運営する居宅介護支援事業所・・・地域福祉推進室法人指導課 

（集中減算担当） 
  社会福祉法人以外の法人が運営する居宅介護支援事業所 

・・・地域福祉推進室事業者指導課（集中減算担当） 

※ 上記の区分に従って郵送して下さい。 
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別紙（１） 

○居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算における「判定した割

合が100分の 90を超えた場合の正当な理由」 

 

 
（１） 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域に、特定事業所集中減算の対象と

なるサービス事業所が各サービスごとでみた場合に、5事業所未満である場合 
（２） 判定期間の 1月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20件以下である場合 
（３） サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合（ただし、事業者

が不当な誘導等によって、利用者の自由な選択を阻害していると認められる場

合を除く） 
 
 
※ 事業所において、記載された理由が正当な理由に該当するかどうかについては、 
大阪府が適正に判断します。 
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特定集中減算の算定 （居宅介護支援事業所の「ある月」の計画の状況を例に説明） 
 

利用者①のサービス計画 
訪問介護 Ａ 
通所介護 Ｂ 
福祉用具 Ｃ 

利用者②のサービス計画 
訪問介護 Ａ 
通所介護 Ｄ 
福祉用具 

利用者③のサービス計画 
訪問介護 Ａ´ 
通所介護 Ｂ 
福祉用具 Ｅ 

利用者④のサービス計画 
訪問介護  
通所介護 Ｂ 
福祉用具 Ｃ 

利用者⑤のサービス計画 
訪問介護 Ａ 
通所介護 Ｂ 
福祉用具 Ｅ 

利用者⑩のサービス計画 
訪問介護 Ａ 
通所介護 Ａ 
福祉用具 Ａ´ 

利用者⑨のサービス計画 
訪問介護 Ａ´ 
通所介護 Ｂ 
福祉用具 Ｆ 

利用者⑧のサービス計画 
訪問介護 ＡとＢ 
通所介護 Ｂ 
福祉用具  

利用者⑦のサービス計画 
訪問介護 Ａ 
通所介護 Ｄ 
福祉用具 Ｅ 

利用者⑥のサービス計画 
訪問介護 ＡとＡ´  
通所介護  
福祉用具 Ｃ この月における居宅サービス計画数は 

訪問介護が位置づけられた計画数 →９計画 
通所介護が位置づけられた計画数 →９計画 
福祉用具が位置づけられた計画数 →８計画 
 
紹介率最高法人は、ゴジックの法人 
訪問介護 Ａ及びＡ´→９計画 
     Ｂ    →１計画 
 
通所介護 Ｂ    →６計画 
     Ｄ    →２計画 
     Ａ´   →１計画 
 
福祉用具 Ｃ    →３計画 
     Ｅ    →３計画 
     Ｆ    →１計画 
     Ａ´   →１計画 
 
計算式 （紹介率最高法人の居宅サービス計画数）÷ 

（それぞれのサービスが位置付けられた計画数） 
訪問介護 ９÷９＝１００％ 

    通所介護 ６÷９＝６６．６％ 
    福祉用具 ３÷８＝３７．５％ 
 
よって、訪問介護が９０％を超えているので、特定事業所集中減算に
該当する。 
減算適用期間について、全利用者１月につき２００単位を所定単位数
から減算する。 
なお、この説明はあくまでも一ヶ月の説明であり、判定期間の６ヶ月

を積み上げて計算すること。（なお、計画数については、1 月あたり１
計画として算定すること） 

ＡＢＣＤＥＦは法人が異なる事業所 
ただし、ＡＡ´は同一法人が運営する事業所
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「介護サービス情報の公表」について 
 

１  目的 

介護保険法の改正に伴い平成１８年度から、介護サービス事業者のサービス内容や運

営状況を調査し、客観情報をインターネット等により公表する、「介護サービス情報の公表」

制度が始まった。この制度は、介護サービスの利用者等が介護サービス事業者の情報を

入手し易い環境を整備し、その情報を比較することにより、主体的に介護サービス事業者を

選択できるようにすることを目的としている。 

 

２  介護サービス情報の公表制度の概要 

(1)  大阪府における事業の実施体制 

「介護サービス情報の公表」の実施に当たり、大阪府では、「指定調査機関」及び「指

定情報公表センター」を指定し、「指定調査機関」が調査に関する業務を、「指定情報公

表センター」が情報の公表に関する業務をそれぞれ行うこととしている。 
 

 

〔 参  考 〕 

１  大阪府指定情報公表センター  

財団法人 大阪府地域福祉推進財団 大阪府介護サービス情報公表センター 

大阪市中央区谷町七丁目４番１５号 

電話番号  ０６－６７６６－１３１１ 

 

２  大阪府指定調査機関  

(１)  社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会  福祉サービス第三者評価センター 

大阪市中央区中寺一丁目 1番５４号 

電話番号  ０６－６７６２－９４７６ 

 

(２)  社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会 介護サービス調査室 

大阪市天王寺区東高津町１２番１０号 

電話番号  ０６－６７６６－５３３４ 

 

(３)  特定非営利活動法人 市民生活総合サポートセンター 

大阪市北区天神橋二丁目北１番２１号八千代ビル東館９階 

電話番号  ０６－６３５８－５７００ 

 

(４)  特定非営利活動法人 ニッポン・アクティブライフ・クラブ ナルク福祉調査センター 

大阪市中央区常盤町二丁目１番８号 

電話番号  ０６－６９４１－５２２０ 

 

(５)  財団法人 大阪府地域福祉推進財団  ファイン介護サービス情報センター 

大阪市中央区谷町五丁目４番１３号 

電話番号  ０６－６７６６－０６８０ 
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(2)  公表する情報（介護サービス情報）の内容 

公表する介護サービス情報は、「基本情報」と「調査情報」である。 

「基本情報」は、公表する介護サービス情報のうち、事業所の所在地、電話番号、利

用者数、職員配置等の基本的な情報で、原則として事業者の報告をそのまま公表する。 

「調査情報」は、調査員が訪問調査により事実確認をした上で公表する。例えば、「事

業所の全職員を対象としたプライバシー保護に関する研修を行っている」「サービスの利

用開始時に重要事項に関して説明し、同意を得ている」等の項目について、介護サービ

ス事業者が根拠となる資料（研修の資料、署名押印のある重要事項説明書等）を調査員

に提示し、調査員が根拠資料に基づき事実確認を行った結果を公表する。 

(3)  事業の流れ 

①  年間計画の作成・通知及び手数料の納付 

大阪府が作成した年間計画に基づき、指定情報公表センターは、指定調査機関

及び介護サービス事業者あてに調査実施に関する通知を行う。 

介護サービス事業者あての通知には、手数料の納付に関する事項も記載してい

る。 

平成２０年度の年間計画にかかる手数料は、大阪府の条例により、１サービス事

業所ごとに 

調査手数料３５，０００円、公表手数料８，０００円、合計４３，０００円となる。 

ただし、(4)に掲げる同類型サービスを一体的に運営している事業所について、

同時に報告・調査を行う場合は、１サービス分の手数料とする。 

調査手数料及び公表手数料は、一括して納付すること。 

なお、平成１８年度、１９年度の年間計画に定める情報の公表が完了していない

事業所の、当該年度の計画に基づく報告・調査に係る手数料は、条例改正前の額

（調査手数料４６，６００円、公表手数料１５，０００円）である。 

②  訪問調査の日程調整 

指定調査機関は、指定情報公表センターから通知された計画に基づき、介護サ

ービス事業者と訪問調査の日程調整を行う。 

③  情報の報告 （平成２０年度からＷＥＢ方式に変更した。） 

介護サービス事業者は、原則として、大阪府指定情報公表センターから通知する

事業所ごとのパスワードを利用してインターネットからシステムにログインし、表示さ

れた調査票画面（公表される画面と同様の画面）に直接記入し、登録を行うことによ

り、指定情報公表センターに報告する。 

④  指定調査機関あて調査票の送付 

指定情報公表センターは、介護サービス事業者から送付された調査票を当該事

業者の調査を担当する指定調査機関あてに送付する。 

⑤  訪問調査の実施 

指定調査機関は、事業所を訪問し、介護サービス事業者から報告された調査情

報（調査票）の内容に基づき、事実確認の調査を行う。 

⑥  調査結果の報告 

指定調査機関は、調査結果を指定情報公表センターに報告する。 
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⑦  情報の公表 

指定情報公表センターは、調査結果に基づき介護サービス情報をインターネット

等により公表する。 

指定情報公表センターＨＰ ： http://www.osaka-kaigohoken-kohyou.jp 

(4)  対象となるサービス 

対象サービスの種類は、順次、厚生労働省令により規定されるが、平成２０年度に対

象となるサービス及び同類型サービスの組合せは次のとおりである。 

①訪問介護、介護予防訪問介護 

②訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護   

③訪問看護、介護予防訪問看護 

④訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

⑤福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具

販売  

⑥通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所

介護 

⑦通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 

⑧特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）、地域密着型特定施設入居者生活介護

（有料老人ホーム）、介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 

⑨特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）、地域密着型特定施設入居者生活介護

（軽費老人ホーム）、介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム） 

⑩介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護 

⑪介護老人保健施設、短期入所療養介護（介護老人保健施設）、介護予防短期入所療

養介護（介護老人保健施設） 

⑫介護療養型医療施設、短期入所療養介護（介護療養型医療施設）、介護予防短期入

所療養介護（介護療養型医療施設） 

⑬居宅介護支援 

 

     なお、平成２１年度から新たに公表対象サービスとなる予定のサービスは次のとおり

である。 

   ①療養通所介護 

   ②特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（外部サービス利用型）） 

   ③特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム（外部サービス利用型）） 

   ④特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅） 

   ⑤特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅（外部サービス利用型）） 

   ⑥夜間対応型訪問介護 

⑦小規模多機能型居宅介護 

⑧認知症対応型共同生活介護 

⑨地域密着型特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅） 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（外部サービス利用型）） 

⑪介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム（外部サービス利用型）） 

⑫介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅） 
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   ⑬介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅（外部サービス利用

型）） 

   ⑭介護予防小規模多機能型居宅介護 

   ⑮介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

３  指定情報公表センターについて 

(1)  業務内容 

①  公表計画の策定 

指定調査機関から提出された調査結果の公表に関する計画を策定する。 

②  データ入力及び情報の公表（インターネット登載等） 

介護サービス情報をインターネット等で公表するための作業を行う。 

③  手数料収納事務 

公表手数料の収納事務を行う。また調査手数料の収納事務を代行する。 

④  公表システムの維持管理 

介護サービス情報の公表用サーバー等のシステムの維持管理を行う。 

⑤  調査票（データ）の保管 

調査票（データ）については、２年間保管する。 

⑥  介護サービス情報の公表制度の普及・啓発 

インターネットやパンフレットの配布等により、本制度の普及・啓発を図る。 

⑦  その他 

その他公表に関する必要な業務を行う。 

(２)  秘密保持義務 

指定情報公表センターの役員、職員は、情報公表事務に関して知り得た秘密を漏ら

すことを禁じられている。秘密保持義務に違反する場合の刑法その他罰則の適用につ

いては、公務員と同様にみなされる。 

(３)  大阪府の指導監督 

情報公表事務の公正かつ的確な実施を確保するために、大阪府は指定情報公表セ

ンターに対し、必要な報告を求めること、関係者に質問すること及び指定情報公表センタ

ーの事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿類その他の物件を検査することができる。 

 

４  指定調査機関について 

法人であること、調査を行おうとする介護サービスを自ら提供していないこと、調査事務

の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれのないこと等の指定基準を満たしている者

が指定調査機関として指定される。 

(1)  業務内容 

①  調査員の確保 

指定調査機関は、大阪府又は大阪府が指定する者が行う「調査員養成研修」の課

程を修了している者を、調査員として確保する。 

②  訪問調査の日程調整 

大阪府が作成する調査の年間計画に基づき、調査対象事業者と訪問調査の日程

調整を行う。 

③  訪問調査の実施 
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(ア)  訪問調査は調査員２名で行う。 

(イ)  調査員のうち１名は、介護サービスに関する知識を予め有する者（介護支援

専門員等）とする。 

④  調査結果の報告 

調査員の訪問調査終了後、速やかに、指定情報公表センターに調査結果を報告

する。 

⑤  その他 

その他調査に関する必要な業務を行う。 

(２)  秘密保持義務 

指定調査機関の役員、職員、調査員は、調査に関して知り得た秘密を漏らすことを

禁じられている。秘密保持義務に違反する場合の刑法その他罰則の適用については、

公務員と同様にみなされる。 

 

(３)  大阪府の指導監督 

調査事務の公正かつ的確な実施を確保するために、大阪府は指定調査機関に対し、

必要な報告を求めること、関係者に質問すること及び指定調査機関の事務所に立ち入り、

その設備若しくは帳簿類その他の物件を検査することができる。 

 

５  介護サービス事業者について 

(１)  報告対象事業者 

関係政省令の規定により、前年の介護報酬支払額が１００万円（利用者の１割負担

分を含む。）以下の事業所は対象外となる。平成２０年度の対象事業所については、平

成１９年１月から平成１９年１２月までの1年間の介護報酬支払額が１００万円（利用者の

１割負担分を含む。）以下の場合は調査対象外となる。 

ただし、介護報酬支払額が１００万円（利用者の１割負担分を含む。）以下の事業者

であっても、情報の公表を希望する場合はこの限りでは無い。 

(２)  公表情報の責任主体 

「介護サービス情報の公表」は介護サービス事業者の責任において、情報を公表す

る仕組みであり、したがって、公表された情報の内容がサービス提供の現場で実現して

いるか否かの責任は、介護サービス事業所に有る。 

このことから、介護サービス事業者は公表された情報について、公表情報と実績との

乖離があった場合に、利用者等から適切な説明が常に求められることとなるので、事実

に基づく情報を真摯に公表するという基本的な姿勢が強く求められる。 

(３)  報告の義務等について 

介護サービス事業者は、介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄

する都道府県知事（指定情報公表センター）に介護サービス情報を報告しなければなら

ない。 （介護保険法第百十五条の二十九第一項） 

都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービス情報を報告せず、若しくは虚

偽の報告をし、又は都道府県知事（指定調査機関）が行う調査を受けず、若しくは調査

の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該事業者に対し、その報告を行い、調査を受

けることを命ずることができる。 

また、介護サービス事業者がその命令に従わないとき、都道府県知事は、その指定
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（介護老人保健施設については許可）を取り消し、又は指定（介護老人保健施設につい

ては許可）の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 （介護保険法第百十五

条の二十九第四項及び第六項） 

 

６．新規指定事業所の報告について 

  平成２０年４月以降、２(４)の対象となる介護サービスの提供を開始しようとする事業所

は基本情報の報告が必要となる。（介護保険法第百十五条の二十九） 

   基本情報の公表にあたっては、大阪府福祉行政事務手数料条例の規定により、公表手

数料８，０００円が必要となる。 

 ※ 前年度の介護報酬支払額(利用者負担額を含む)が１００万円以下の事業者は公表の対

象外であるが、新たに指定を受ける事業所は、この要件には該当しないので留意された

い。 
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大 阪 府 健 康 福 祉 部 

地域福祉推進室事業者指導課 

 

■ 指定の更新制度について 

平成１８年４月の介護保険法の改正により、新たに指定の更新制度が設けられました。

これに伴い、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス

事業者について、指定事業者として事業を実施するためには、一定期間（６年）毎に、指

定の更新を受けていただくことが必要となります。 

この指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬が請求できなくなります

ので、ご留意ください。 

 

■ 対象となる事業所 

指定居宅サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防サービス事業所（介 

護保険法第７１条、第７２条及び介護保険法施行法第４条の規定により指定があったもの 

とみなされた事業所を除きます。） 

 

■ 指定の有効期間 

  指定の有効期間は、６年となります。 

  ただし、初回更新時において以下のような経過措置が定められています。 

  （参考）指定を受けた事業者の指定更新の取扱いについて 

   ①平成 12年 4月 1日～平成13年３月31日までに指定を受けた場合 

     

    ※平成１２年４月１日以前に指定を受けた事業者については、平成１２年４月１日より指定を受けたも

のとみなす。    

②平成 13年４月1日～平成14年３月31日までに指定を受けた場合 

     

 

   ③平成１４年４月１日～平成１８年３月３１日までに指定を受けた場合 

 

    ※（①～③間での事例が経過措置である。なお、２回目以降の更新は６年ごとに受けることになる。） 

   ④平成１８年４月１日以降に指定を受けた場合 

     

 

 

■ 更新手続について 

  平成 20年度における指定更新手続きは、６月から開始する予定です。 

更新手続が必要な事業所につきましては、直接、郵送等で「更新申請日時」を連絡する

予定ですので、必ず更新の手続きをとられるようよろしくお願いします。 

なお、更新申請書等提出書類は「介護保険事業者支援センター」のホームページにアッ

プしていますので、ダウンロードしたうえで手続きをお願いします。 

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者の 

指 定 の 更 新 制 度 に つ い て 

最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から8年間 

最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から７年間 

最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から６年間 

最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から６年間 


